
議第１２５号 

   呉市まちづくりセンター条例の一部を改正する条例の制定について 

 呉市まちづくりセンター条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   呉市まちづくりセンター条例の一部を改正する条例 

 呉市まちづくりセンター条例（平成２５年呉市条例第３５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線及び

太枠で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（目的及び設置） （目的及び設置） 

第１条 地域のまちづくりに関する活動の

拠点とするとともに，地域住民が主体的

に取り組む市民協働のまちづくり及び生

涯学習を推進し，地域住民による個性豊

かで活力あふれる地域社会を実現するた

め，まちづくりセンター（以下「センタ

ー」という。）を次のように設置する。 

第１条 地域のまちづくりに関する活動の

拠点とするとともに，地域住民が主体的

に取り組む市民協働のまちづくり及び生

涯学習を推進し，地域住民による個性豊

かで活力あふれる地域社会を実現するた

め，まちづくりセンター（以下「センタ

ー」という。）を次のように設置する。 

 名称 位置   名称 位置  

  略    略  

 呉市豊まちづくりセ

ンター（堀ばたホー

ル） 

呉市豊町大長字堂

の尻５９１５番地

３ 

  呉市豊まちづくりセ

ンター（堀ばたホー

ル） 

呉市豊町大長字堂

の尻５９１５番地

３ 

 

 呉市豊まちづくりセ

ンター久比分館 

呉市豊町久比字沖

田３２８番地 

     

別表第１（第９条，第１０条関係） 別表第１（第９条，第１０条関係） 

 呉市二川まちづくりセンター使用料   呉市二川まちづくりセンター使用料  

  略    略  

備考 備考 

１  入場者から入場料（入場料，会場

整理費等をもって，入場することに

関し徴収される入場の対価その他こ

れ に 類 す る も の を い う 。 以 下 同

じ。）の類を徴収する場合の使用料

の額は，基本使用料の額の５割増に

相当する額とする（次表から別表第

４まで，別表第６から別表第１３ま

で，別表第１５，別表第１７から別

表第２０まで，別表第２２から別表

第２５まで，別表第２７及び別表第

１  入場者から入場料（入場料，会場

整理費等をもって，入場することに

関し徴収される入場の対価その他こ

れ に 類 す る も の を い う 。 以 下 同

じ。）の類を徴収する場合の使用料

の額は，基本使用料の額の５割増に

相当する額とする（次表から別表第

４まで，別表第６から別表第１３ま

で，別表第１５，別表第１７から別

表第２０まで，別表第２２から別表

第２５まで及び別表第２７において



２８において同じ。）。 同じ。）。 

２  前項の規定にかかわらず，商品の

広告，宣伝その他の営利活動のため

に使用する場合の使用料の額は，基

本使用料の額の３倍に相当する額と

する（次表から別表第４まで，別表

第６から別表第１３まで，別表第１

５，別表第１７から別表第２０ま

で，別表第２２から別表第２５ま

で，別表第２７及び別表第２８にお

いて同じ。）。 

２  前項の規定にかかわらず，商品の

広告，宣伝その他の営利活動のため

に使用する場合の使用料の額は，基

本使用料の額の３倍に相当する額と

する（次表から別表第４まで，別表

第６から別表第１３まで，別表第１

５，別表第１７から別表第２０ま

で，別表第２２から別表第２５まで

及び別表第２７において同じ。）。 

３  各室等を使用時間の区分をまたが

って連続して使用する場合の使用料

の額は，それぞれの使用時間に係る

使用料の額（それぞれの使用時間の

区分に３０分以内の端数時間がある

ときの当該端数時間に係る使用料の

額は，当該使用料の額に２分の１を

乗じて得た額（当該額に１０円未満

の端数があるときは，当該端数を切

り捨てた額）とする。）を合算した

額とする（次表から別表第１２ま

で，別表第１４から別表第１７ま

で，別表第２１から別表第２３ま

で，別表第２６及び別表第２８にお

いて同じ。）。 

３  各室等を使用時間の区分をまたが

って連続して使用する場合の使用料

の額は，それぞれの使用時間に係る

使用料の額（それぞれの使用時間の

区分に３０分以内の端数時間がある

ときの当該端数時間に係る使用料の

額は，当該使用料の額に２分の１を

乗じて得た額（当該額に１０円未満

の端数があるときは，当該端数を切

り捨てた額）とする。）を合算した

額とする（次表から別表第１２ま

で，別表第１４から別表第１７ま

で，別表第２１から別表第２３まで

及び別表第２６において同じ。）。 

４  使用時間を超過して使用した場合

は，超過使用時間１時間までごと

に，当該使用料に相当する額を超過

金として加算する（次表から別表第

２８までにおいて同じ。）。 

４  使用時間を超過して使用した場合

は，超過使用時間１時間までごと

に，当該使用料に相当する額を超過

金として加算する（次表から別表第

２７までにおいて同じ。）。 

５ 略 ５ 略 

別表第２８（第９条，第１０条関係） 別表第２８ 削除 

 呉市豊まちづくりセンター久比分館使

用料 

  
 

 

 使用時間 １時間までごとに   

 

 

 ホール 和室 料理教

室 

   

 ８時３０分 ２００ １００ １００    



 ～１７時 円 円 円    

 １７時～２

２時 

５００

円 

１００

円 

２００

円 

   

  

   付 則 

 この条例は，令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

（提案理由） 

 呉市豊まちづくりセンター久比分館を廃止するため，この条例案を提出する。 


